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消費税率引上げに伴う公共交通運賃の改定については、政府全体の基本的な考え方などを踏ま

え、適切に対応することとし、今回新たに導入する１円単位運賃（ＩＣカード利用）については、

以下のとおり取り扱うこととしたのでお知らせいたします。 

 

○ 近時の公共交通事業におけるＩＣカード利用の普及等を踏まえ、主として首都圏の鉄道事業

者、バス事業者の中には、来年４月の消費税率引上げの際に、その転嫁の手法として、ＩＣ

カード「１円単位運賃」を導入したいとしているところがあります（旅客船、タクシー、航

空については導入は予定されていない。）。 

 

○ 今後、このような運賃改定申請が出てくる場合には、消費税率の引上げ分をより正確に転嫁

する観点から認める方針です。 

 

○ 現金運賃は自動券売機等での少額硬貨の取扱い、利用者利便の観点等から１０円単位となり

ますが、利用者にとって分かりやすいものとして理解が得られるように、以下の考え方の下、

周知及び丁寧な説明などの対応に万全を期するよう求めることとしております。 

 

・ＩＣカード運賃は現金運賃と同額ないしそれより安価となることを基本。 

・端数処理の技術的な方法については、事業全体として１０８／１０５以内の増収を前提に、

各交通モードの利用特性を踏まえて現実的に対応。 

 

添付資料 

○「鉄道・バスにおける具体的な端数処理の方法」 

○ 参考資料：①「消費税率引上げに伴う公共料金等の改定について」 

            ②「公共交通事業における消費税の運賃・料金への転嫁の方法に関する基本的な考え方」 

以上 
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